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②開発行為又は土地

の開墾その他の土

地の形質の変更

（土石の採取又は鉱
物の掘採を除く。）

ア 景観に著しい改変が生じないようにすること。

イ 開墾し、又は形状を変更する土地の範囲は、必要最小限にとどめること。

ウ できる限り現況の地形を活かし、長大なのり面又は擁壁が生じないよう

にすること。

エ のり面は、できる限り緩やかな勾配とし、周辺の植生と調和した緑化を

図ること。

オ 行為地内に樹姿又は樹勢の優れた樹木がある場合は、できる限り保存又

は移植によって修景に活かすこと。

③土石の採取又は鉱

物の掘採

ア 景観に著しい改変が生じないようにすること。

イ 期間及び規模は、必要最小限にとどめること。

ウ 土石の採取又は鉱物の掘採の場所が道路等の公共の場所から目立ちに

くいよう、採取又は掘採の位置、方法を工夫すること。

エ 採取又は掘採後の跡地は、周辺の植生と調和した緑化を図ること。

④屋外における土

石、廃棄物、再生

資源その他の物件

の堆積

ア 景観に著しい改変が生じないようにすること。

イ できる限り道路、公園等の公共の場所から目立ちにくい位置及び規模と

すること。

ウ 積み上げに際しては、高さをできる限り低くするとともに、整然とした

集積又は貯蔵とすること。

エ できる限り道路、公園等の公共の場所から見えないよう、周辺の景観と

の調和に配慮した植栽又は塀等で遮へいすること。


